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インターネットトラブル事例集の作成・公表 1

○ 子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用に資するため、インターネットに係るトラブル事例
の予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」を2009年度より毎年更新・作成し公表。

インターネットトラブル事例集の活用方法
学校の授業、教職員研修、保護者会、相談窓口での相談対応、住民への啓発（広報誌掲載）等、様々な方法で活

用可能。 総務省のホームページからダウンロード可能。

検索総務省 トラブル事例集 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html

インターネットトラブル事例集（2020年版）

2020年版では、各トラブル事例のほか、フェイクニュース、消費者教育、ス
マートフォンのフィルタリングや時間管理機能等についての特集を収録。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html


〇 総務省は、「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の一環として、
2020年９月17日（木）にインターネット上の誹謗中傷に関する注意事項等をまとめた
「インターネットトラブル事例集（2020年版） 追補版」を作成・公表し、学校等への周知を実施。

「インターネットトラブル事例集（2020年版） 追補版」の作成・公表 2



「インターネットトラブル事例集（2020年版） 追補版」の周知 3

○ 内閣府政府広報室と連携した周知広報

・Yahoo！JAPANのトップページにバナー広告を掲載
（9/18～9/24 の７日間）し、追補版掲載ページに誘導
→表示回数51,449,055回

○ 総務省の周知広報

・総務省の公式Twitter（総務省・ICTツイート）、公式Facebookにて周知

・総務省啓発ページに掲載 ※スマホでも閲覧しやすいようにHTML形式で掲載

○ 関係省庁・関係団体と連携した周知広報

・全国の総合通信局・総合通信事務所
管内のe-ネットキャラバン主催者、講師及び受講者に周知
管内の教育委員会・PTA連合会・学校に周知
管内会議にて配布、SNSでの投稿

・文部科学省
全国の教育委員会を通じて学校等に周知

・関係団体・事業者※

ホームページにリンク掲載、SNSでの投稿、会員向けに情報発信
会報誌に掲載、会議体等で情報共有
※（一社）安心ネットづくり促進協議会、（一社）全国携帯電話販売代理店協会、全国高等学校PTA連合会、

（一社）ソーシャルメディア利用環境整備機構、デジタルアーツ株式会社、（一社）テレコムサービス協会、
（一社）電気通信事業者協会、（一社）マルチメディア振興センター

＜総務省公式Twitterでの投稿＞

＜Yahoo!JAPANトップページに
バナー広告を掲載＞

＜総務省啓発ページへの掲載＞

○ 「インターネットトラブル事例集（2020年版） 追補版」については、総務省としてスマホでの閲覧を考
慮した啓発ページを作成したほか、政府広報室と連携して広告を掲載、関係省庁・関係団体と連携し
て全国の学校等やSNSユーザ等へ周知するなど、様々なチャネルを活用して周知を実施。



SNSの誹謗中傷に関する普及啓発活動（政府広報室と連携） 4

○ 総務省と政府広報室が連携し、インターネット上の誹謗中傷に関する普及啓発動画及び記事
「SNSの誹謗中傷 あなたが奪うもの、失うもの～#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない！)～」
を作成・公表（11月16日公開）。

≪政府インターネットテレビ≫

≪暮らしに役立つ情報≫



○ 子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に対する学校等の現場で
の無料の「出前講座」を、情報通信分野等の企業・団体と総務省・文部科学省が協力して全国で開催。

○ 2019年度は、2,660件の講座を実施し、約52万人が受講。 （2006年度開始以来の実績：22,583件、のべ約369万人）

5

実施主体 一般財団法人マルチメディア振興センター（ＦＭＭＣ）

協力団体 通信事業者等民間団体（470社）、公益法人（17団体）、
政府（総務省及び文部科学省）、自治体（51団体）、その他（57団体）

①
ネット依存

②
ネット
いじめ

（誹謗中傷
含む）

③

不確かな
情報の
拡散

④

誘い出し・
なりすまし

⑤

個人情報
漏洩

⑥
ネット詐欺

⑦
著作権・
肖像権

対象者 小学生（小３～小６）、中学生、高校生、保護者、教職員等

インターネットにひそむ以下の危険について、予防法等を啓発。

＊企業等がCSRとして講師を派遣。

（認定講師数：5,234名）

講座内容

e-ネットキャラバン

（2020年10月31日現在）



〔参考〕 高齢者・低年齢層の保護者向けの啓発教材

＜トラブル対策ブック（アクティブシニア対象）＞

文字を見やすい大きさにできることなど、シニアのための情報を記載。

＜デジタル時代の子育てを一緒に考えてみよう！
（低年齢層（～６歳程度）の保護者対象）＞

成長に合わせて設定が必要であることなど保護者のための情報を記載。

6

〇 スマートフォン等の電波利用システムの高度化やその普及に伴い、青少年のみならず、高齢者・低年齢層
の安心・安全なインターネット利用を促進していくことの重要性が高まっている。

〇 このような状況を踏まえ、総務省では、スマートフォン等の電波利用システムを適切に利用するための
高齢者や低年齢層の保護者向けの啓発教材を以下のとおり作成・公開している。
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